
＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．卸売市場施設整備

⽣鮮⾷料品等の流通の確保のための機能の⾼度化、輸出拡
⼤、防災・減災対策を実現するため、
① 物流の効率化・⾃動化・省⼒化
② 共同輸配送等に対応する物流機能の強化
③ デジタル化・データ連携の強化
④ 品質・衛⽣管理の⾼度化
⑤ 分荷機能の強化
⑥ 輸出先国までのコールドチェーン・衛⽣管理基準の確保
⑦ 災害時の物資調達・供給拠点機能の強化
等に資する卸売市場施設の整備を⽀援します。
２．共同物流拠点施設整備

物流効率化やCO2排出削減に資する共同配送・モーダルシフト
のためのストックポイント等の共同物流拠点施設の整備を⽀援し
ます。

【令和７年度予算額 11,952（12,052）百万円の内数】
＜対策のポイント＞
卸売市場の物流機能を強化し、将来にわたって⽣鮮⾷料品等の安定供給を確保するため、物流の標準化やデジタル技術等の活⽤による業務の効率化・

省⼒化、防災・減災への対応を図り、幹線輸送、有機農産物や⼩⼝需要対応、輸出拡⼤の拠点となり得る卸売市場施設等の整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 物流の効率化に取り組む地域を拡⼤
○ 流通の合理化を進め、飲⾷料品卸売業における売上⾼に占める経費の割合を削減（10％［2030年度まで］） 等

＜事業の流れ＞
交付（定額）

国 都道府県 卸売市場開設者等
4/10、1/3以内

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品流通課（03-6744-2059）

２．共同物流拠点施設整備

１．卸売市場施設整備

１１ 物流⾰新に向けた取組の推進のうち
⾷品流通拠点整備の推進（強い農業づくり総合⽀援交付⾦の⼀部）

需要に対応した⼤⼩の定温施設全天候型で、左右どちらにも
荷下ろし可能な中央通路

外気の影響を受けない
ドックシェルター

加⼯処理施設データ連携・デジタル化
による業務の改善

⾮常⽤電源⾃動搬送装置

共同物流拠点

鉄道輸送

海上輸送

航空輸送

トラック輸送


